
 

 

山梨県における職業訓練の基準等を定める条例の 

制定について 

 

１ 条例制定の背景 

・分権一括法(※)により、職業能力開発促進法関係で職業訓練の実施に関する基準等が都

道府県の条例に委任された。 

・経過措置により、平成２５年４月１日からは各種基準を条例で定めなければならない。 

※正式名称「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」。第１次一括法、第２次一括法が平成23年5月、8月にそれぞ

れ公布。 

 

２ 現行基準の概要 

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号） 

項       目 国の基準※ 

【１】県立職業能力開発施設以外の県研究機関等の施設において行うこと

ができる職業訓練 
参酌すべき 

【２】県が民間教育訓練機関等に委託することができる職業訓練 参酌すべき 

【３】県立職業能力開発施設で行う職業訓練の教科、訓練時間、設備その

他の基準《普通課程、短期課程、専門課程、専門短期課程》 

参酌すべき 

標準 

【４】無料とする公共職業訓練 参酌すべき 

【５】県立職業能力開発施設で行う普通職業訓練の職業訓練指導員の資格 従うべき 

【６】県立職業能力開発施設で行う高度職業訓練の職業訓練指導員の資格 参酌すべき 

※ 従うべき基準：必ず適合しなければならない基準 

標準：合理的な範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めること

が許容される基準 

参酌すべき基準：十分に参酌した結果であれば、地域の実情に応じて、異なる内容

を定めることが許容される基準 

 

３ 県が定める基準の考え方 

・省令は、職業訓練を適切に実施するために必要な水準の大枠を示しているもので、現状

でも地域ニーズを勘案した弾力的な職業訓練が展開できるようになっている。 

・また、現在省令の基準に基づき訓練を実施していて不都合がないこと、指導員や施設設

備の体制、訓練カリキュラムなどの状況を勘案すると、省令の基準と異なる基準とすべ

き事情や特殊性はない。 

・このため、原則、省令の基準を用いて本県の基準としたい。 
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【参考：用語について】 

 

○ 高度職業訓練 

  ・労働者に対し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職

業訓練 
 

○ 普通職業訓練 

  ・高度職業訓練以外の職業訓練 
 

○ 専門課程、専門短期課程、普通課程、短期課程 

  ・次表のとおり 
   

職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 

高度職業訓練 専門課程 専門短期課程 

普通職業訓練 普通課程 短期課程 

 

○ 公共職業能力開発施設 

・国及び都道府県が設置する職業能力開発短期大学校、職業能力開発校等 

   ※ 県立職業能力開発施設：産業技術短期大学校、高等技術専門校、 

就業支援センター 

 

○ 公共職業訓練 

・公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練 
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 ○
職

業
能

力
開

発
促

進
法

の
規

定
及
び

基
準

設
定

の
考

え
方

 

職
業

能
力

開
発

促
進

法
 

職
業

能
力

開
発

促
進

法
施

行
規

則
 

基
準
 

本
県

基
準

設
定

の
考

え
方
 

【
１

】
(国

及
び

都
道

府
県

の
行

う
職
業

訓
練

等
) 

第
十

五
条

の
六

 
国

及
び

都
道

府
県
は

、
労

働
者

が
段

階
的
か

つ
体
系

的
に

職
業

に
必

要
な

技
能

及
び

こ
れ

に
関

す
る

知
識

を
習
得

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
施

設
を

第
十

六
条

に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

り
設

置
し

て
、
当

該
施
設

の
区

分
に

応
じ

当

該
各

号
に

規
定

す
る

職
業

訓
練

を
行
う

も
の

と
す

る
。
 

た
だ

し
、
当
該

職
業

訓
練

の
う
ち

主
と
し

て
知

識
を

習
得

す
る

た
め
に

行
わ

れ
る

も
の

で
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
(都

道
府

県
に

あ
っ

て
は

、
当

該
職

業
訓

練
の

う
ち

厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
要

件
を

参
酌

し
て

条
例

で
定

め
る

も
の
)に

つ
い

て
は

、
当

該
施

設
以

外
の

施
設

に
お

い
て

も
適

切
と
認

め
ら

れ
る

方
法

に
よ

り
行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

(法
第

十
五

条
の

六
第

一
項

た
だ

し
書
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
要

件
) 

第
三

条
の

二
 

法
第

十
五

条
の

六
第
一

項
た

だ
し

書
の

厚
生

労
働
省

令
で

定
め

る
要

件
は

、
次
の

各
号

の
い

ず
れ

に
も
該

当
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

と
す

る
。
 

一
 

主
と

し
て

知
識

を
習

得
す

る
た
め

に
行

わ
れ

る
職

業
訓

練
で
あ

る
こ

と
。
 

二
 

短
期

課
程

の
普

通
職

業
訓

練
に
準

ず
る

職
業

訓
練

で
あ

る
こ
と

。
 

三
 

そ
の

教
科

の
全

て
の

科
目

に
つ
い

て
簡

易
な

設
備

を
使

用
し
て

行
う

こ
と

が
で

き
る

職
業
訓

練
で

あ
る

こ
と

。
 

 参
酌
 

・
本

県
で

は
実

施
の

実
績

が
な

い
が
、
将
来

的
に

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
国
が

訓
練

を
適

切
に

実
施

す
る

た
め

に
必

要
と
す

る

基
準

を
踏

ま
え

て
行

う
こ

と
が

適
当
と

考

え
ら

れ
る

た
め

、
省

令
の

基
準
ど

お
り
と

す

る
。
 

【
２

】
第

十
五

条
の

六
 

３
 

国
及

び
都

道
府

県
が

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
施

設
を

設
置

し
て

職
業

訓
練

を
行

う
場

合
に

は
、
そ
の

設
置

す
る

同
項

各
号
に

掲
げ

る
施

設
(「

公
共

職
業
能

力
開

発
施

設
」
)内

に
お

い
て

行
う

ほ
か

、
国

に
あ
っ

て
は
職

業
を

転
換

し
よ

う
と

す
る
労

働
者

等
に

対
す

る

迅
速

か
つ

効
果

的
な

職
業

訓
練

を
、
都

道
府

県
に

あ
っ

て
は
厚

生
労
働

省
令

で
定

め
る

要

件
を

参
酌

し
て

条
例

で
定

め
る

職
業
訓

練
を

実
施

す
る

た
め

必
要
が

あ
る

と
き

は
、
職
業

能
力

の
開

発
及

び
向

上
に

つ
い

て
適

切
と

認
め

ら
れ

る
他

の
施

設
に

よ
り

行
わ

れ
る

教

育
訓

練
を

当
該

公
共

職
業

能
力

開
発
施

設
の

行
う

職
業

訓
練

と
み
な

し
、
当
該

教
育

訓
練

を
受

け
さ

せ
る

こ
と

に
よ

っ
て

行
う
こ

と
が

で
き

る
。
 

(法
第

十
五

条
の

六
第

三
項

の
厚

生
労
働

省
令

で
定

め
る

要
件
) 

第
三

条
の

四
 

法
第

十
五

条
の

六
第
三

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定
め

る
要

件
は

、
職

業
を
転

換
し
よ

う
と

す
る

労
働

者
等

に
対

す
る

迅
速

か
つ

効
果

的
な

職
業

訓
練
で

あ
る

こ
と

と
す

る
。
 

 

参
酌
 

・
省

令
は

、
雇

用
情

勢
に

柔
軟
に

対
応
す

る

た
め

委
託

訓
練

を
実

施
で

き
る

と
し
て

お

り
、

本
県

で
も

離
職

者
の

急
増

に
対
応

し
、

委
託

に
よ

る
離

転
職

者
訓

練
を

実
施
し

て

い
る

。
ま

た
、
第
９

次
職

業
能
力

開
発
計

画

に
お

い
て

も
離

転
職

者
訓

練
の

充
実
を

図

る
と

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
省
令

の
基
準

ど

お
り

と
す

る
。
 

【
３

】
(職

業
訓

練
の

基
準
) 

第
十

九
条

 
公

共
職

業
能

力
開

発
施
設

は
、
職
業

訓
練

の
水
準

の
維
持

向
上

の
た

め
の

基
準

と
し

て
当

該
職

業
訓

練
の

訓
練

課
程
ご

と
に

教
科

、
訓
練
時

間
、
設
備

そ
の

他
の

厚
生
労

働
省

令
で

定
め

る
事

項
に

関
し

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

基
準
(都

道
府

県
又

は
市

町
村

が
設

置
す

る
公

共
職

業
能

力
開

発
施
設

に
あ

っ
て

は
、
当
該
都

道
府
県

又
は

市
町

村
の

条

例
で

定
め

る
基

準
)に

従
い
、
普

通
職
業

訓
練

又
は

高
度

職
業

訓
練
を

行
う

も
の

と
す

る
。 

(普
通

課
程

の
訓

練
基

準
) 

第
十

条
 

普
通

課
程

の
普

通
職

業
訓
練

に
係

る
法

第
十

九
条

第
一
項

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め
る

事
項

は
、
次
の

各
号
に

掲
げ

る
と

お
り

と
し

、
同

項
の

厚
生

労
働
省

令
で

定
め

る
基

準
は

、
そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る
と

お
り

と
す

る
。
 

一
 

訓
練

の
対

象
者

 
学

校
教

育
法
(昭

和
二

十
二

年
法

律
第

二
十
六

号
)に

よ
る

中
学

校
を

卒
業
し

た
者
(以

下
「
中

学
校
卒

業
者
」

と
い

う
。
)若

し
く
は
同

法
に
よ

る
中

等
教

育
学

校
の

前
期
課

程
を

修
了

し
た

者
(以

下
「

中
等

教
育

学
校

前
期
課

程
修

了
者

」
と

い
う

。
)若

し
く

は
こ

れ
ら

と
同

等
以

上
の

学
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
で

あ
る

こ
と

又
は

同
法

に

よ
る

高
等

学
校

を
卒

業
し

た
者
(以

下
「
高

等
学

校
卒

業
者
」

と
い

う
。
)若

し
く
は

同
法
に

よ
る
中

等
教

育
学

校
を

卒
業

し
た

者
(以

下
「
中

等
教

育
学
校

卒
業
者
」

と
い

う
。
)若

し
く

は
こ
れ

ら
と

同
等

以
上

の
学

力
を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
で

あ
る

こ
と

。
 

二
 

教
科

 
そ

の
科

目
が

将
来

多
様

な
技

能
及

び
こ

れ
に

関
す

る
知

識
を

有
す

る
労

働
者

と
な

る
た

め
に

必
要

な
基

礎
的

な
技

能
及

び
こ

れ
に

関
す

る
知

識
を
習

得
さ

せ
る

た
め

に
適

切
と
認

め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
こ
と

。
 

三
 

訓
練

の
実

施
方

法
 

通
信

の
方
法

に
よ

っ
て

も
行

う
こ

と
が
で

き
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に
は

、
適

切
と

認
め

ら
れ
る
方

法
に

よ
り

添
削

指
導

及
び

面
接

指
導
を

行
う

こ
と

。
 

四
 

訓
練

期
間

 
中

学
校

卒
業

者
若

し
く

は
中

等
教

育
学

校
前

期
課

程
修

了
者

又
は

こ
れ

ら
と

同
等

以
上

の
学

力
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ

る
者
(以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「
中

学
校

卒
業

者
等
」
と
い

う
。
)を

対
象
と

す
る
場

合
に

あ
っ

て
は

二
年

、

高
等

学
校

卒
業

者
若

し
く

は
中

等
教

育
学

校
卒

業
者

又
は

こ
れ

ら
と

同
等

以
上

の
学

力
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ

る
者
(以

下
こ

の
項

に
お

い
て
「
高

等
学

校
卒
業

者
等

」
と

い
う

。
) 
を

対
象

と
す

る
場

合
に

あ
っ
て

は
一
年

で
あ

る
こ

と
。
た
だ

し
、
訓
練

の
対

象
と

な
る

技
能

及
び
こ

れ
に

関
す

る
知

識
の

内
容
、
訓
練

の
実

施
体

制
等

に
よ
り

こ
れ

に
よ

り
難

い
場
合

に
は

、
中

学
校

卒
業

者
等

を
対

象
と
す

る
と

き
に

あ
っ

て
は

二
年
以

上
四

年
以

下
、
高
等

学
校
卒

業
者

等
を

対
象

と
す
る

と
き

に
あ

っ
て

は
一

年
以

上
四

年
以

下
の

期
間

内
で

当
該

訓
練

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

期
間

と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

五
 

訓
練

時
間

 
一

年
に

つ
き

お
お
む

ね
千

四
百

時
間

で
あ

り
、
か

つ
、
教
科

の
科

目
ご
と

の
訓
練

時
間

を
合

計
し

た
時
間

(以
下
「

総
訓

練
時

間
」

と
い
う

。
)が

中
学

校
卒

業
者
等

を
対

象
と
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

二
千
八

百
時

間
以

上
、
高
等

学
校

卒
業

者
等

を
対

象
と

す
る

場
合
に

あ
っ

て
は

千
四

百
時

間
以
上

で
あ

る
こ

と
。
た
だ

し
、
訓

練
の

実
施

体
制

等
に
よ

り
こ

れ
に

よ
り

難
い

場
合

に
は

、
一
年

に
つ

き
お

お
む

ね
七

百
時
間

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

 

   

参
酌
 

     

参
酌
 

 

参
酌
 

 

参
酌
 

       

参
酌
 

 

・
訓

練
の

実
施

状
況

等
を

踏
ま

え
、
下

記
以

外
は

省
令

の
基

準
ど

お
り

と
す

る
。
 

 

・
現

状
、
普
通

課
程

は
新

規
高
卒

者
及
び

若

年
離

転
職

者
等

を
対

象
と

し
て

お
り
、
中
学

校
卒

業
者

等
を

対
象

と
し

た
課

程
を
設

置

し
て

い
な

い
た

め
、
中
学

校
卒
業

者
等
に

か

か
る

部
分

は
削

除
し

て
規

定
す

る
。
 

 

    ・
現

状
、
中
学

校
卒

業
者

等
を
対

象
と
し

た

課
程

を
設

置
し

て
い

な
い

た
め

、
中
学

校
卒

業
者

等
に

か
か

る
部

分
は

削
除

し
て
規

定

す
る

。
 

    

・
現

状
、
中
学

校
卒

業
者

等
を
対

象
と
し

た

課
程

を
設

置
し

て
い

な
い

た
め

、
中
学

校
卒

業
者

等
に

か
か

る
部

分
は

削
除

し
て
規

定

す
る

。
 



2
 

 

職
業

能
力

開
発

促
進

法
 

職
業

能
力

開
発

促
進

法
施

行
規

則
 

基
準
 

本
県

基
準

設
定

の
考

え
方
 

 
六

 
設
備

 
教

科
の

科
目

に
応

じ
当
該

科
目

の
訓

練
を

適
切

に
行
う

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

七
 

訓
練

生
(訓

練
を

受
け

る
者

を
い
う

。
以

下
同

じ
。
)の

数
 

訓
練

を
行

う
一

単
位

に
つ

き
五
十

人
以

下
で

あ
る
こ
と
。
 

八
 

職
業

訓
練

指
導

員
 

訓
練

生
の
数

、
訓

練
の

実
施

に
伴
う

危
険
の

程
度

及
び

指
導

の
難

易
に
応

じ
た

適
切

な
数

で
あ
る

こ
と

。
 

九
 

試
験

 
学

科
試

験
及

び
実

技
試
験

に
区

分
し

、
訓

練
期

間
一
年

以
内

ご
と

に
一

回
行

う
こ
と

。
た

だ
し

、
最

終
の
回
の

試
験

は
、
法

第
二

十
一

条
第
一

項
(法

第
二
十

六
条

の
二

に
お

い
て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
)の

規
定

に
よ

る
技

能
照
査

(以
下

「
技

能
照

査
」

と
い

う
。
)を

も
っ

て
代

え
る

こ
と

が
で

き
る
。
 

２
 

別
表

第
二

の
訓

練
科

の
欄

に
定
め

る
訓

練
科

に
係

る
訓

練
に
つ

い
て

は
、
前
項

各
号

に
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
ほ

か
、
同

表
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
行

わ
れ
る

も
の

を
標

準
と

す
る

。
 

参
酌
 

標
準
 

参
酌
 

 

参
酌
 

     

 

 

 
(短

期
課
程

の
訓

練
基

準
) 

第
十

一
条

 
短

期
課

程
の

普
通

職
業
訓

練
に

係
る

法
第

十
九

条
第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定
め

る
事

項
は

、
次

の
各
号

に
掲

げ
る

と
お

り
と

し
、

同
項

の
厚

生
労
働

省
令

で
定

め
る

基
準

は
、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め
る

と
お

り
と

す
る

。
 

一
 

訓
練

の
対

象
者

 
職

業
に

必
要
な

技
能
(高

度
の
技

能
を

除
く
。
)及

び
こ
れ

に
関

す
る

知
識
を

習
得

し
よ

う
と

す
る
者

で
あ

る
こ

と
。
 

二
 

教
科

 
そ

の
科

目
が

職
業

に
必
要

な
技

能
(高

度
の

技
能

を
除
く

。
)及

び
こ

れ
に

関
す

る
知
識

を
習

得
さ

せ
る

た
め
に

適
切

と
認

め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
こ
と

。
 

三
 

訓
練

の
実

施
方

法
 

通
信

の
方
法

に
よ

っ
て

も
行

う
こ

と
が
で

き
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に
は

、
適

切
と

認
め

ら
れ
る
方

法
に

よ
り

添
削

指
導

を
行

う
ほ

か
、
必

要
に

応
じ

て
面

接
指

導
を
行

う
こ

と
。
 

四
 

訓
練

期
間

 
六

月
(訓

練
の

対
象

と
な

る
技

能
及

び
こ

れ
に

関
す

る
知

識
の

内
容

、
訓

練
の

実
施

体
制

等
に

よ
り

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
一
年
)以

下
の
適

切
な

期
間

で
あ
る

こ
と

。
 

五
 

訓
練

時
間

 
総

訓
練

時
間

が
十

二
時

間
(別

表
第

三
の

訓
練

科
の

欄
に

掲
げ

る
訓

練
科

に
係

る
訓

練
に

あ
っ

て
は

、
十

時
間
)以

上
で
あ

る
こ

と
。
 

六
 

設
備

 
教

科
の

科
目

に
応

じ
当
該

科
目

の
訓

練
を

適
切

に
行
う

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

２
 

別
表

第
三

の
訓

練
科

の
欄

に
掲

げ
る

訓
練

科
又

は
別

表
第

四
の

訓
練

科
の

欄
に

掲
げ

る
訓

練
科

に
係

る
訓

練
に

つ
い

て

は
、
前
項

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

る
ほ

か
、
別
表

第
三

又
は
別

表
第

四
に

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り

行
わ

れ
る

も
の
を
標

準
と

す
る

。
 

   

参
酌
 

 

参
酌
 

 

参
酌
 

 

参
酌
 

 

参
酌
 

 

参
酌
 

  

・
訓

練
の

実
施

状
況

等
を

踏
ま

え
、
省

令
の

基
準

ど
お

り
と

す
る

。
 

 

 
(専

門
課
程

の
訓

練
基

準
) 

第
十

二
条

 
専

門
課

程
の

高
度

職
業
訓

練
に

係
る

法
第

十
九

条
第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定
め

る
事

項
は

、
次

の
各
号

に
掲

げ
る

と
お

り
と

し
、

同
項

の
厚

生
労
働

省
令

で
定

め
る

基
準

は
、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め
る

と
お

り
と

す
る

。
 

一
 

訓
練

の
対

象
者

 
高

等
学

校
卒

業
者

若
し

く
は

中
等

教
育

学
校

卒
業

者
又

は
こ

れ
ら

と
同

等
以

上
の

学
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
で

あ
る

こ
と

。
 

二
 

教
科

 
そ

の
科

目
が

将
来

職
業
に

必
要

な
高

度
の

技
能
(専

門
的

か
つ

応
用

的
な

技
能

を
除
く

。
)及

び
こ

れ
に

関
す
る

知
識

を
有

す
る

労
働

者
と

な
る

た
め

に
必

要
な

基
礎

的
な

技
能

及
び

こ
れ

に
関

す
る

知
識

を
習

得
さ

せ
る

た
め

に
適

切

と
認

め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
 

三
 

訓
練

期
間

 
二

年
で

あ
る

こ
と
。
た
だ

し
訓

練
の

対
象

と
な
る

技
能

及
び

こ
れ

に
関

す
る
知

識
の

内
容

、
訓

練
の
実
施

体
制

等
に

よ
り

こ
れ

に
よ

り
難

い
場
合

に
は

一
年

を
超

え
な

い
範
囲

内
で

当
該

期
間

を
延

長
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

四
 

訓
練

時
間

 
一

年
に

つ
き

お
お
む

ね
千

四
百

時
間

で
あ

り
、
か

つ
、
総
訓

練
時

間
が
二

千
八
百

時
間

以
上

で
あ

る
こ
と
。 

五
 

設
備

 
教

科
の

科
目

に
応

じ
当
該

科
目

の
訓

練
を

適
切

に
行
う

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

六
 

訓
練

生
の

数
 

訓
練

を
行

う
一
単

位
に

つ
き

四
十

人
以

下
で
あ

る
こ

と
。
 

七
 

職
業

訓
練

指
導

員
 

訓
練

生
の
数

、
訓

練
の

実
施

に
伴
う

危
険
の

程
度

及
び

指
導

の
難

易
に
応

じ
た

適
切

な
数

で
あ
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

次
の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
を
一

名
以

上
配

置
す

る
も

の
で
あ

る
こ

と
。
 

イ
 

第
四

十
八

条
の

二
第

二
項

第
一

号
若

し
く

は
第

二
号

に
該

当
す

る
者

又
は

同
項

第
三

号
に

該
当

す
る

者
で

研
究

上

の
能

力
又

は
教

育
訓

練
に

関
し

適
切
に

指
導

す
る

こ
と

が
で

き
る
能

力
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ
る

も
の
 

ロ
 

研
究

所
、
試

験
所

等
に
十

年
以
上

在
職

し
、
研

究
上
の

業
績
が

あ
り
、
か
つ
、
教
育

訓
練
に

関
し

適
切

に
指

導
す

る

こ
と

が
で

き
る

能
力

を
有

す
る

と
認
め

ら
れ

る
者
 

   

参
酌
 

 

参
酌
 

  

参
酌
 

 

参
酌
 

参
酌
 

標
準
 

参
酌
 

 

・
訓

練
の

実
施

状
況

等
を

踏
ま

え
、
省

令
の

基
準

ど
お

り
と

す
る

。
 

 



3
 

 

職
業

能
力

開
発

促
進

法
 

職
業

能
力

開
発

促
進

法
施

行
規

則
 

基
準
 

本
県

基
準

設
定

の
考

え
方
 

 
ハ

 
厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

職
業
訓

練
施

設
に

お
い

て
指

導
の
経

験
を

有
す

る
者

で
あ

っ
て
、
特
に

優
れ

た
技
能
又
は

専
門

的
な

知
識

を
有

す
る

と
認

め
ら
れ

る
も

の
 

八
 

試
験

 
学

科
試

験
及

び
実

技
試
験

に
区

分
し

、
訓

練
期

間
一
年

以
内

ご
と

に
一

回
行

う
こ
と

。
 

２
 

別
表

第
六

の
訓

練
科

の
欄

に
定
め

る
訓

練
科

に
係

る
訓

練
に
つ

い
て

は
、
前
項

各
号

に
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
ほ

か
、
同

表
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
行

わ
れ
る

も
の

を
標

準
と

す
る

。
 

  

参
酌
 

    

(専
門

短
期

課
程

の
訓

練
基

準
) 

第
十

三
条

 
専

門
短

期
課

程
の

高
度
職

業
訓

練
に

係
る

法
第

十
九
条

第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令
で

定
め

る
事

項
は

、
次
の

各
号

に
掲

げ
る

と
お

り
と

し
、

同
項

の
厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

基
準
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に
定

め
る

と
お

り
と

す
る

。
 

一
 

訓
練

の
対

象
者

 
職

業
に

必
要
な

高
度

の
技

能
(専

門
的

か
つ
応

用
的

な
技

能
を

除
く

。
)及

び
こ
れ

に
関

す
る

知
識
を

習
得

し
よ

う
と

す
る

者
で

あ
る

こ
と
。
 

二
 

教
科

 
そ

の
科

目
が

職
業

に
必
要

な
高

度
の

技
能
(専

門
的

か
つ

応
用

的
な

技
能

を
除

く
。
)及

び
こ

れ
に

関
す

る
知
識

を
習

得
さ

せ
る

た
め

に
適

切
と

認
め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

三
 

訓
練

の
実

施
方

法
 

通
信

の
方
法

に
よ

っ
て

も
行

う
こ

と
が
で

き
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に
は

、
適

切
と

認
め

ら
れ
る
方

法
に

よ
り

添
削

指
導

を
行

う
ほ

か
、
必

要
に

応
じ

て
面

接
指

導
を
行

う
こ

と
。
 

四
 

訓
練

期
間

 
六

月
(訓

練
の

対
象

と
な

る
技

能
及

び
こ

れ
に

関
す

る
知

識
の

内
容

、
訓

練
の

実
施

体
制

等
に

よ
り

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
一
年
)以

下
の
適

切
な

期
間

で
あ
る

こ
と

。
 

五
 

訓
練

時
間

 
総

訓
練

時
間

が
十
二

時
間

以
上

で
あ

る
こ

と
。
 

六
 

設
備

 
教

科
の

科
目

に
応

じ
当
該

科
目

の
訓

練
を

適
切

に
行
う

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

   

参
酌
 

 

参
酌
 

 

参
酌
 

 

参
酌
 

 

参
酌
 

参
酌
 

・
訓

練
の

実
施

状
況

等
を

踏
ま

え
、
省

令
の

基
準

ど
お

り
と

す
る

。
 

 

【
４

】
(職

業
訓

練
を

受
け

る
求

職
者
に

対
す

る
措

置
) 

第
二

十
三

条
 

公
共

職
業

訓
練

の
う
ち

、
次

に
掲

げ
る

も
の

は
、
無

料
と

す
る

。
 

一
 

国
が

設
置

す
る

職
業

能
力

開
発

促
進

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

職
業

の
転

換
を

必
要

と
す

る
求

職
者

そ
の

他
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

求
職

者
に

対
し

て
行

う
普

通
職

業
訓

練

(短
期

間
の

訓
練

課
程

で
厚

生
労

働
省
令

で
定

め
る

も
の

に
限

る
。
) 

二
 

国
が

設
置

す
る

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

に
お

い
て

求
職

者
に

対
し

て
行

う
職

業
訓

練
 

三
 

都
道

府
県

又
は

市
町

村
が

設
置

す
る

公
共

職
業

能
力

開
発

施
設

の
行

う
職

業
訓

練
(厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
基

準
を

参
酌

し
て

当
該

都
道

府
県

又
は

市
町

村
の

条
例

で
定

め

る
も

の
に

限
る

。
) 

(法
第

二
十

三
条

第
一

項
第

三
号

の
厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

基
準
) 

第
二

十
九

条
の

五
 

法
第

二
十

三
条
第

一
項

第
三

号
の

厚
生

労
働
省

令
で

定
め

る
基

準
は

、
職
業

能
力

開
発

校
及

び
職
業

能
力

開
発

促
進

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

職
業

の
転

換
を

必
要

と
す

る
求

職
者

そ
の

他
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
求

職
者

に
対

し
て

行
う

短
期

課
程

の
普

通
職

業
訓

練
並
び

に
障

害
者

職
業

能
力

開
発
校

に
お

い
て

求
職

者
に

対
し
て

行
う

職
業

訓
練
と
す
る
。
 

 
(職

業
訓

練
を

無
料

と
す

る
範

囲
及
び

手
当

を
支

給
す

る
範

囲
) 

第
二

十
九

条
の

四
 

略
 

２
 

法
第

二
十

三
条

第
一

項
第

一
号

及
び

同
条

第
二

項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

訓
練

課
程

は
、

短
期

課
程
(職

業
に

必
要

な
相

当
程

度
の

技
能

及
び

こ
れ

に
関
す

る
知

識
を

習
得

さ
せ

る
た
め

の
も

の
に

限
る

。
次

条
に
お

い
て

同
じ

。
)と

す
る

。
 

（
平

成
５

年
労

働
省

告
示

第
５

号
）
 

「
職

業
能

力
開

発
促

進
法

施
行

規
則

第
２

９
条

の
４

第
１

項
及

び
第

２
９

条
の

５
の

規
定

に
基

づ
く

職
業

訓
練

を
無

料
と

す

る
求

職
者

」
 

職
業

能
力

開
発

促
進

法
施

行
規

則
第
２

９
条

の
４

第
１

項
及

び
第
２

９
条

の
５

の
厚

生
労

働
大
臣

が
定

め
る

求
職

者
は

、
 

新
た

な
職

業
に

就
こ

う
と

す
る

求
職
者

と
す

る
。
 

参
酌
 
・
新

た
な

職
業

に
就

こ
う

と
し
て

短
期
課

程

の
職

業
訓

練
を

受
講

す
る

求
職

者
に
つ

い

て
は

、
求

職
者

で
あ

る
こ

と
に
伴

う
経
済

的

事
情

を
考

慮
し

速
や

か
な

就
職

を
支
援

す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
た

め
、
省

令
の
基

準

ど
お

り
と

す
る

。
 

・
な

お
、
本
県

で
設

置
し

て
い
な

い
障
害

者

職
業

能
力

開
発

校
に

か
か

る
部

分
は
削

除

し
て

規
定

す
る

。
 

【
５

】
(職

業
訓

練
指

導
員

免
許
) 

第
二

十
八

条
 

準
則

訓
練

の
う

ち
普

通
職

業
訓

練
(短

期
間

の
訓

練
課

程
で

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

を
除

く
。
)に

お
け

る
職

業
訓

練
指

導
員

は
、

都
道

府
県

知
事

の
免

許
を

受
け

た
者
(都

道
府

県
又

は
市

町
村

が
設

置
す

る
公

共
職

業
能

力
開

発
施

設
の

行
う

普
通

職
業

訓
練

に
お

け
る

職
業

訓
練

指
導
員

に
あ

っ
て

は
、
厚
生
労

働
省
令

で
定

め
る

基
準

に

従
い

当
該

都
道

府
県

又
は

市
町

村
の
条

例
で

定
め

る
者
)で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(法
第

二
十

八
条

第
一

項
の

厚
生

労
働
省

令
で

定
め

る
基

準
) 

第
三

十
六

条
の

十
五

 
法

第
二

十
八
条

第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令
で

定
め

る
基

準
は

、
同
項

に
規
定

す
る

都
道

府
県

知
事

の
免

許
を

受
け

た
者

又
は

第
四

十
八

条
の

三
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者
(職

業
訓

練
指

導
員

免
許

を
受

け
た

者
及

び
職

業

訓
練

指
導

員
試

験
に

お
い

て
学

科
試
験

の
う

ち
指

導
方

法
に

合
格
し

た
者

以
外

の
者

に
あ

っ
て
は

、
第

三
十

九
条

第
一
号
の

厚
生

労
働

大
臣

が
指

定
す

る
講

習
を
修

了
し

た
者

に
限

る
。
)と

す
る

。
 

 

第
四

十
八

条
の

三
 

法
第

三
十

条
の
二

第
二

項
の

厚
生

労
働

省
令
で

定
め

る
者

は
、

次
の

各
号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す
 

る
者
(職

業
訓
練

指
導

員
免

許
を

受
け
た

者
及

び
職

業
訓

練
指

導
員
試

験
に

お
い

て
学

科
試

験
の
う

ち
指

導
方

法
に

合
 

格
し

た
者

以
外

の
者

に
あ

っ
て

は
、
第

三
十

九
条

第
一

号
の

厚
生
労

働
大

臣
が

指
定

す
る

講
習
を

修
了

し
た

者
に

限
 

る
。
)と

す
る
。
 

一
 

法
第

二
十

八
条

第
一

項
に

規
定
す

る
職

業
訓

練
に

係
る

教
科
(以

下
こ

の
条

に
お

い
て

単
に
「

教
科

」
と

い
う

。
) 

に
関

し
、

応
用

課
程

の
高

度
職

業
訓
練

を
修

了
し

た
者

で
、

そ
の
後

一
年

以
上

の
実

務
の

経
験
を

有
す

る
も

の
 

二
 

教
科

に
関

し
、

専
門

課
程

の
高
度

職
業

訓
練

を
修

了
し

た
者
で

、
そ

の
後

三
年

以
上

の
実
務

の
経

験
を

有
す

る
 

も
の
 

従
う

べ
き

基
準
 

 

・
従

う
べ

き
基

準
の

た
め

省
令
の

基
準
ど

お

り
と

す
る

。
 



4
 

 

職
業

能
力

開
発

促
進

法
 

職
業

能
力

開
発

促
進

法
施

行
規

則
 

基
準
 

本
県

基
準

設
定

の
考

え
方
 

 
三

 
教
科

に
関

し
、

学
校

教
育

法
に
よ

る
大

学
を

卒
業

し
た

者
で
、

そ
の

後
四

年
以

上
の

実
務
の

経
験

を
有

す
る

も
の
 

四
 

教
科

に
関

し
、

学
校

教
育

法
に
よ

る
短

期
大

学
又

は
高

等
専
門

学
校

を
卒

業
し

た
者

で
、
そ

の
後

五
年

以
上

の
 

実
務

の
経

験
を

有
す

る
も

の
 

五
 

教
科

に
関

し
、

第
四

十
六

条
の
規

定
に

よ
る

職
業

訓
練

指
導
員

試
験

の
免

除
を

受
け

る
こ
と

が
で

き
る

者
 

六
 

前
各

号
に

掲
げ

る
者

と
同

等
以
上

の
能

力
を

有
す

る
と

認
め
ら

れ
る

者
と

し
て

厚
生

労
働
大

臣
が

定
め

る
者
 

 

第
三

十
九

条
 

法
第

二
十

八
条

第
四
項

の
規

定
に

基
づ

き
厚

生
労
働

省
令

で
定

め
る

者
は

、
次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に
 

該
当

す
る

者
と

す
る

。
 

一
 

免
許

職
種

に
関

し
、

第
六

十
一
条

に
規

定
す

る
一

級
の

技
能
検

定
又

は
法

第
四

十
四

条
第
一

項
た

だ
し

書
に

規
 

定
す

る
等

級
に

区
分

し
な

い
で

行
う
技

能
検

定
(以

下
「

単
一

等
級
の

技
能

検
定

」
と

い
う

。
)に

合
格
し

た
者

で
、
 

厚
生

労
働

大
臣

が
指

定
す

る
講

習
を
修

了
し

た
も

の
 

 

 
 

【
６

】
(職

業
訓

練
指

導
員

資
格

の
特
例
) 

第
三

十
条

の
二

 
準

則
訓

練
の

う
ち

高
度

職
業

訓
練
(短

期
間

の
訓

練
課

程
で

厚
生

労
働

省

令
で

定
め

る
も

の
を

除
く

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
)に

お
け

る
職

業
訓

練
指

導

員
は

、
当
該

訓
練

に
係

る
教
科

に
つ
き

、
第
二

十
八

条
第
三

項
各
号

に
掲

げ
る

者
と

同
等

以
上

の
能

力
を

有
す

る
者

の
う

ち
、
相

当
程

度
の

知
識

又
は
技

能
を
有

す
る

者
と

し
て

厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
者
(都

道
府

県
が

設
置

す
る

公
共

職
業

能
力

開
発

施
設

の
行

う
高

度
職

業
訓

練
に

あ
っ

て
は

、
厚
生

労
働
省

令
で

定
め

る
基

準
を

参
酌
し

て
当

該
都

道
府

県

の
条

例
で

定
め

る
者
)で

あ
っ

て
、

同
条

第
五

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

以
外

の
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

(法
第

三
十

条
の

二
第

一
項

の
厚

生
労
働

省
令

で
定

め
る

基
準
) 

第
四

十
八

条
の

二
の

二
 

法
第

三
十
条

の
二

第
一

項
の

厚
生

労
働
省

令
で

定
め

る
基

準
は

、
専
門

課
程

の
高

度
職

業
訓
練

に
つ

い
て

は
前

条
第

二
項

各
号

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

る
者

と
し

、
応
用

課
程

の
高

度
職

業
訓
練

に
つ
い

て
は

前
条

第
三

項
各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
と

す
る
。
 

(専
門

課
程

及
び

応
用

課
程

の
職

業
訓
練

指
導

員
の

資
格

等
) 

第
四

十
八

条
の

二
 

法
第

三
十

条
の
二

第
一

項
の

厚
生

労
働

省
令
で

定
め

る
訓

練
課

程
は

、
専
門

短
期

課
程

及
び

応
用
短

期
課

程
と

す
る

。
 

２
 

法
第

三
十

条
の

二
第

一
項

の
厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

者
は
、
専
門

課
程

の
高

度
職

業
訓
練

に
つ

い
て

は
、
次
の

各
号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

と
す

る
。
 

一
 

博
士

若
し

く
は

修
士

の
学

位
(外

国
に

お
い

て
授

与
さ

れ
た

こ
と

に
該

当
す

る
学

位
を

含
む

。
次

項
第

二
号

に
お

い
て

同
じ

。
)を

有
す

る
者

若
し

く
は

応
用

研
究

課
程

若
し

く
は

研
究

課
程

の
指

導
員

訓
練

を
修

了
し

た
者

又
は

研
究

上
の

業

績
が

こ
れ

ら
の

者
に

準
ず

る
者

で
あ
っ

て
、
教
育

訓
練

に
関
し

適
切
に

指
導

す
る

こ
と

が
で

き
る
能

力
を

有
す

る
と
認
め

ら
れ

る
も

の
 

二
 

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

又
は
職

業
能

力
開

発
総

合
大

学
校
、
職
業

能
力

開
発

大
学
校

若
し
く

は
職

業
能

力
開

発
短
期

大
学

校
に

お
い

て
、

教
授

又
は

こ
れ
に

相
当

す
る

職
員

と
し

て
の
経

歴
を

有
す

る
者
 

三
 

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

又
は
職

業
能

力
開

発
総

合
大

学
校
、
職
業

能
力

開
発

大
学
校

若
し
く

は
職

業
能

力
開

発
短
期

大
学

校
に

お
い

て
、

准
教

授
、

専
任
講

師
又

は
こ

れ
ら

に
相

当
す
る

職
員

と
し

て
の

経
歴

を
有
す

る
者
 

四
 

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

又
は
職

業
能

力
開

発
総

合
大

学
校
、
職
業

能
力

開
発

大
学
校

若
し
く

は
職

業
能

力
開

発
短
期

大
学

校
に

お
い

て
、
助
教

又
は

こ
れ
に

相
当

す
る

職
員

と
し

て
の
経

歴
を

有
す

る
者

で
あ

っ
て
、
研
究

上
の

能
力

又
は
教

育
訓

練
に

関
し

適
切

に
指

導
す

る
こ
と

が
で

き
る

能
力

を
有

す
る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
 

五
 

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

又
は
職

業
能

力
開

発
総

合
大

学
校
、
職
業

能
力

開
発

大
学
校

若
し
く

は
職

業
能

力
開

発
短
期

大
学

校
に

お
い

て
、
三
年

以
上

、
助
手

又
は

こ
れ

に
相

当
す

る
職
員

と
し

て
の

経
歴

を
有

す
る
者

で
あ

っ
て

、
研

究
上
の

能
力

又
は

教
育

訓
練

に
関

し
適

切
に
指

導
す

る
こ

と
が

で
き

る
能
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る
も

の
六

 
研

究
所
、
試
験

所
等

に
五

年
以

上
在

職
し

、
研

究
上
の

業
績

が
あ

り
、
か
つ

、
教
育

訓
練

に
関

し
適

切
に

指
導
す

る
こ

と
が

で
き

る
能
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
 

七
 

三
年

以
上

、
教

育
訓

練
に

関
す
る

指
導

の
経

験
を

有
す

る
者
で

あ
っ

て
、
優
れ

た
技

能
又
は

専
門

的
な

知
識

を
有
す
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の
 

八
 

十
年

以
上
(長

期
課

程
の

指
導

員
訓

練
を

修
了

し
た

者
又

は
学

士
の

学
位
(外

国
に

お
い

て
授

与
さ

れ
た

こ
れ

に
該

当

す
る

学
位

を
含

む
。
次

項
第
十

号
に
お

い
て

同
じ
。
)を

有
す

る
者
に

あ
っ

て
は
、

五
年
以

上
)の

実
務
の

経
験

を
有

す
る

者
で

あ
っ

て
、

教
育

訓
練

に
関

し
適
切

に
指

導
す

る
こ

と
が

で
き
る

能
力

を
有

す
る

と
認

め
ら
れ

る
も

の
 

  

 

参
酌
 

  

・
今

後
採

用
す

る
職

業
訓

練
指
導

員
に
つ

い

て
も

、
現

在
の

指
導

員
と

同
程
度

の
能
力

が

必
要

で
あ

り
、
指
導

員
の

水
準
の

確
保
及

び

訓
練

の
質

の
維

持
の

観
点

か
ら

省
令

の
基

準
ど

お
り

と
す

る
。
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